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は
じ
め
に

　

日
本
国
憲
法
が
施
行
さ
れ
て
か
ら
70
年
の
節
目
の
年
を
迎
え
た
２
０
１
７
年
、「
２
０
２
０
年
の
『
新
憲
法
』
施
行
」
を
目
標
と
す
る

声
が
出
た
こ
と
も
あ
り
、
国
会
で
は
憲
法
改
正
に
つ
い
て
の
議
論
が
ま
す
ま
す
活
発
に
な
り
、
に
わ
か
に
現
実
味
を
帯
び
て
き
た
の
が
国

民
に
憲
法
改
正
へ
の
賛
否
を
問
う
『
国
民
投
票
』
の
実
施
で
す
。

　

国
民
投
票
は
、
国
会
に
よ
る
憲
法
改
正
の
発
議
を
受
け
て
実
施
さ
れ
る
も
の
で
、
有
権
者
（
満
18
歳
以
上
の
日
本
国
民
）
が
、
一
人
一

票
を
も
っ
て
憲
法
改
正
に
「
賛
成
」
又
は
「
反
対
」
の
意
思
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
憲
法
を
改
正
す
べ
き
か
否
か
が
決
定
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
国
民
投
票
の
手
続
き
を
定
め
た
法
律
が
、
２
０
０
７
年
に
成
立
、
同
年
5
月
18
日
に
施
行
さ
れ
た
『
日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に

関
す
る
法
律
』（
以
下
、「
国
民
投
票
法
」
と
い
う
。）
で
す
。
国
会
で
憲
法
改
正
が
発
議
さ
れ
た
場
合
、
各
都
道
府
県
及
び
市
区
町
村
の

選
挙
管
理
委
員
会
で
は
、
発
議
後
60
日
～
１
８
０
日
の
間
に
、
こ
の
国
民
投
票
法
に
規
定
さ
れ
た
手
続
き
に
従
っ
て
、
投
票
及
び
開
票
の

実
務
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
の
皆
さ
ん
に
は
、
国
民
投
票
を
公
正
か
つ
適
正
に
実
施
す
る
た
め
に
、
国
民

投
票
法
の
趣
旨
や
同
法
が
定
め
る
具
体
的
な
投
・
開
票
そ
の
他
の
手
続
き
等
に
つ
い
て
理
解
し
て
お
く
こ
と
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
実
際
に
は
、
こ
れ
ま
で
一
度
も
国
民
投
票
が
実
施
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
り
、
国
民
投
票
法
に
接
す
る
機
会
が
な
く
そ
の
周
知
や

理
解
が
進
ん
で
い
な
い
の
が
現
状
で
す
。

　

し
か
し
、
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
の
皆
さ
ん
に
と
っ
て
、
国
民
投
票
法
は
必
ず
し
も
全
く
未
知
の
法
律
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
む
し
ろ
、
国
民
投
票
法
の
条
文
は
公
職
選
挙
法
の
条
文
に
準
拠
し
て
い
る
も
の
が
多
い
た
め
、
こ
れ
ま
で
公
職
選
挙
法
の
規
定
に
従

っ
て
選
挙
の
管
理
・
執
行
事
務
を
担
っ
て
き
た
皆
さ
ん
に
と
っ
て
は
、
国
民
投
票
法
の
規
定
は
比
較
的
学
び
や
す
い
も
の
と
い
え
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
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そ
こ
で
本
書
で
は
、
国
民
投
票
法
と
公
職
選
挙
法
を
対
照
表
と
し
、
準
拠
部
分
が
一
目
で
わ
か
る
よ
う
な
法
令
集
を
編
纂
し
ま
し
た
。

国
民
投
票
法
を
正
確
に
理
解
す
る
た
め
の
基
本
書
と
し
て
、
皆
様
の
学
習
及
び
実
務
の
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

平
成
29
年
6
月
吉
日

　

�

一
般
社
団
法
人��

選
挙
制
度
実
務
研
究
会　
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232

第
百
二
条　

特
定
公
務
員
の
国
民
投
票
運
動
の
禁
止
�・・・・・・・・・・・・・・・・・�

232

第
百
三
条�　

公
務
員
等
及
び
教
育
者
の
地
位
利
用
に
よ
る�

国
民
投
票
運
動
の
禁
止
�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・�
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在
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日
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憲
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の
改
正
手
続
き
に
関
す
る
法
律
及
び
、
公
職
選
挙
法
…
…

　

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
日

○
日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
施
行
令
及
び
、
公
職
選
挙
法

施
行
令
…
…
平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
一
日

［
法
令
略
称
］

○
日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
施
行
令
に
お
い
て
「
法
」
と

は
、「
日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
」。

○
公
職
選
挙
法
施
行
令
に
お
い
て
「
法
」
と
は
、「
公
職
選
挙
法
」。
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○
日
　
本
　
國
　
憲
　
法
（
昭
和
二
十
一
年
十
一
月
三
日

施
行
　
昭
和
二
十
二
年
五
月
三
日
）

　
日
本
國
民
は
、
正
當
に
選
擧
さ
れ
た
國
會
に
お
け
る
代
表
者
を
通
じ
て
行
動
し
、
わ
れ
ら
と
わ
れ
ら
の
子
孫
の
た
め
に
、
諸
國
民
と
の
協
和
に
よ
る
成
果
と
、

わ
が
國
全
土
に
わ
た
つ
て
自
由
の
も
た
ら
す
惠
澤
を
確
保
し
、
政
府
の
行
爲
に
よ
つ
て
再
び
戰
爭
の
慘
禍
が
起
る
こ
と
の
な
い
や
う
に
す
る
こ
と
を
決
意
し
、

こ
こ
に
主
權
が
國
民
に
存
す
る
こ
と
を
宣
言
し
、
こ
の
憲
法
を
確
定
す
る
。
そ
も
そ
も
國
政
は
、
國
民
の
嚴
肅
な
信
託
に
よ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
權
威
は

國
民
に
由
來
し
、
そ
の
權
力
は
國
民
の
代
表
者
が
こ
れ
を
行
使
し
、
そ
の
福
利
は
國
民
が
こ
れ
を
享
受
す
る
。
こ
れ
は
人
類
普
遍
の
原
理
で
あ
り
、
こ
の
憲
法

は
、
か
か
る
原
理
に
基
く
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
ら
は
、
こ
れ
に
反
す
る
一
切
の
憲
法
、
法
令
及
び
詔
勅
を
排
除
す
る
。

　
日
本
國
民
は
、
恒
久
の
平
和
を
念
願
し
、
人
間
相
互
の
關
係
を
支
配
す
る
崇
高
な
理
想
を
深
く
自
覺
す
る
の
で
あ
つ
て
、
平
和
を
愛
す
る
諸
國
民
の
公
正
と

信
義
に
信
賴
し
て
、
わ
れ
ら
の
安
全
と
生
存
を
保
持
し
よ
う
と
決
意
し
た
。
わ
れ
ら
は
、
平
和
を
維
持
し
、
專
制
と
隷
從
、
壓
廹
と
偏
狹
を
地
上
か
ら
永
遠
に

除
去
し
よ
う
と
努
め
て
ゐ
る
國
際
社
會
に
お
い
て
、
名
譽
あ
る
地
位
を
占
め
た
い
と
思
ふ
。
わ
れ
ら
は
、
全
世
界
の
國
民
が
、
ひ
と
し
く
恐
怖
と
缺
乏
か
ら
免

か
れ
、
平
和
の
う
ち
に
生
存
す
る
權
利
を
有
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

　
わ
れ
ら
は
、
い
づ
れ
の
國
家
も
、
自
國
の
こ
と
の
み
に
專
念
し
て
他
國
を
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
つ
て
、
政
治
衜
德
の
法
則
は
、
普
遍
的
な
も
の
で

あ
り
、
こ
の
法
則
に
從
ふ
こ
と
は
、
自
國
の
主
權
を
維
持
し
、
他
國
と
對
等
關
係
に
立
た
う
と
す
る
各
國
の
責
務
で
あ
る
と
信
ず
る
。

　
日
本
國
民
は
、
國
家
の
名
譽
に
か
け
、
全
力
を
あ
げ
て
こ
の
崇
高
な
理
想
と
目
的
を
逹
成
す
る
こ
と
を
誓
ふ
。

第
一
章
　
天
　
　
　
皇

第
一
條
　
天
皇
は
、
日
本
國
の
象
徵
で
あ
り
日
本
國
民
統
合
の
象
徵
で
あ
つ
て
、
こ
の
地
位
は
、
主
權
の
存
す
る
日
本
國
民
の
總
意
に
基
く
。

第
二
條
　
皇
位
は
、
世
襲
の
も
の
で
あ
つ
て
、
國
會
の
議
決
し
た
皇
室
典
範
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
繼
承
す
る
。

第
三
條
　
天
皇
の
國
事
に
關
す
る
す
べ
て
の
行
爲
に
は
、
內
閣
の
助
言
と
承
認
を
必
要
と
し
、
內
閣
が
、
そ
の
責
任
を
負
ふ
。
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公
職
選
挙
法
施
行
令

（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）

　

内
閣
は
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
百
号
）
の
規
定
並
び
に
地
方
自

治
法（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）

第
二
百
八
十
条
及
び
同
法
附
則
第
二
十
一

条
の
規
定
に
基
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す

る
。

目
次

　

第
一
章　

 

参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管

理
委
員
会
（
第
一
条
・
第
一

条
の
二
）

　

第
一
章
の
二　

選
挙
権（
第
一
条
の
三
）

　

第
二
章　

 

選
挙
に
関
す
る
区
域
（
第
二

条
―
第
十
条
）

　

第
三
章　

 

選
挙
人
名
簿
（
第
十
一
条
―

第
二
十
二
条
の
二
）

　

第
三
章
の
二　

 

在
外
選
挙
人
名
簿
（
第

二
十
三
条
―
第
二
十

三
条
の
十
八
）

　

第
四
章　

 

投
票
（
第
二
十
四
条
―
第
四

十
八
条
の
二
）

　

第
四
章
の
二　

 

共
通
投
票
所
（
第
四
十

八
条
の
三
・
第
四
十
九

条
）

　

第
四
章
の
三　

 

記
号
式
投
票
（
第
四
十

九
条
の
二
―
第
四
十

九
条
の
六
）

　

第
四
章
の
四　

 

期
日
前
投
票
（
第
四
十

九
条
の
七
―
第
四
十

九
条
の
十
一
）

　

第
五
章　

 

不
在
者
投
票
（
第
五
十
条
―

第
六
十
五
条
）

　

第
五
章
の
二　

 

在
外
投
票
（
第
六
十
五

条
の
二
―
第
六
十
五

公
職
選
挙
法

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）

目
次

　

第
一
章　

総
則
（
第
一
条
―
第
八
条
）

　

第
二
章　

 

選
挙
権
及
び
被
選
挙
権
（
第

九
条
―
第
十
一
条
の
二
）

　

第
三
章　

 

選
挙
に
関
す
る
区
域
（
第
十

二
条
―
第
十
八
条
）

　

第
四
章　

 

選
挙
人
名
簿
（
第
十
九
条
―

第
三
十
条
）

　

第
四
章
の
二　

 

在
外
選
挙
人
名
簿
（
第

三
十
条
の
二
―
第
三

十
条
の
十
六
）

　

第
五
章　

 

選
挙
期
日
（
第
三
十
一
条
―

第
三
十
四
条
の
二
）

　

第
六
章　

 

投
票
（
第
三
十
五
条
―
第
六

十
条
）

　

第
七
章　

 

開
票
（
第
六
十
一
条
―
第
七

十
四
条
）

　

第
八
章　

 

選
挙
会
及
び
選
挙
分
会
（
第

七
十
五
条
―
第
八
十
五
条
）

　

第
九
章　

 

公
職
の
候
補
者
（
第
八
十
六

条
―
第
九
十
四
条
）

　

第
十
章　

 

当
選
人
（
第
九
十
五
条
―
第

百
八
条
）

　

第
十
一
章　

 
特
別
選
挙
（
第
百
九
条
―

第
百
十
八
条
）

　

第
十
二
章　

 
選
挙
を
同
時
に
行
う
た
め

の
特
例
（
第
百
十
九
条
―

日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（
平
成
二
十
二
年
政
令
第
百
三
十
五
号
）

目
次

　

第
一
章　

 

投
票
人
名
簿
（
第
一
条
―
第

十
一
条
）

　

第
二
章　

 

在
外
投
票
人
名
簿
（
第
十
二

条
―
第
三
十
三
条
）

　

第
三
章　

投
票

　
　

第
一
節　

 

投
票
所
に
お
け
る
投
票

（
第
三
十
四
条
―
第
五
十

九
条
）

　
　

第
二
節　

 
期
日
前
投
票
（
第
六
十
条

―
第
六
十
三
条
）

　
　

第
三
節　

 
不
在
者
投
票
（
第
六
十
四

条
―
第
九
十
三
条
）

　
　

第
四
節　

 

在
外
投
票
（
第
九
十
四
条

―
第
百
七
条
）

　

第
四
章　

 

開
票
（
第
百
八
条
―
第
百
二

十
二
条
）

　

第
五
章　

 

国
民
投
票
分
会
及
び
国
民
投

票
会
（
第
百
二
十
三
条
―
第

百
三
十
五
条
）

　

第
六
章　

 

補
則
（
第
百
三
十
六
条
―
第

百
五
十
条
）

　

附
則

日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）

目
次

　

第
一
章　

総
則
（
第
一
条
）

　

第
二
章　

国
民
投
票
の
実
施

　
　

第
一
節　

総
則（
第
二
条
―
第
十
条
）

　
　

第
二
節　

 

国
民
投
票
広
報
協
議
会
及

び
国
民
投
票
に
関
す
る

周
知
（
第
十
一
条
―
第
十

九
条
）

　
　

第
三
節　

 

投
票
人
名
簿
（
第
二
十
条

―
第
三
十
二
条
）

　
　

第
四
節　

 

在
外
投
票
人
名
簿
（
第
三

十
三
条
―
第
四
十
六
条
）

　
　

第
五
節　

 

投
票
及
び
開
票
（
第
四
十

七
条
―
第
八
十
八
条
）

　
　

第
六
節　

 

国
民
投
票
分
会
及
び
国
民

投
票
会
（
第
八
十
九
条
―

第
九
十
九
条
）

　
　

第
七
節　

 

国
民
投
票
運
動
（
第
百
条

―
第
百
八
条
）

　
　

第
八
節　

 

罰
則
（
第
百
九
条
―
第
百

二
十
五
条
）

　

第
三
章　

 

国
民
投
票
の
効
果
（
第
百
二

十
六
条
）

　

第
四
章　

国
民
投
票
無
効
の
訴
訟
等

　
　

第
一
節　

 

国
民
投
票
無
効
の
訴
訟

（
第
百
二
十
七
条
―
第
百

三
十
四
条
）

日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
・
公
職
選
挙
法
令
対
照
表
（
１
／
４
）
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目次

条
の
二
十
一
）

　

第
六
章　

 

開
票
（
第
六
十
六
条
―
第
七

十
九
条
）

　

第
七
章　

 

選
挙
会
及
び
選
挙
分
会
（
第

八
十
条
―
第
八
十
七
条
）

　

第
八
章　

 

公
職
の
候
補
者
等
（
第
八
十

八
条
―
第
九
十
三
条
の
二
）

　

第
九
章　

 

削
除

　

第
十
章　

 

選
挙
を
同
時
に
行
う
た
め
の

特
例
（
第
九
十
七
条
―
第
百

七
条
）

　

第
十
一
章　

 

選
挙
運
動
（
第
百
八
条
―

第
百
二
十
六
条
）

　

第
十
二
章　

 

選
挙
運
動
に
関
す
る
収
入

及
び
支
出
並
び
に
寄
附

（
第
百
二
十
六
条
の
二
―

第
百
二
十
九
条
）

　

第
十
二
章
の
二　

 

推
薦
団
体
の
選
挙
運

動
の
特
例
（
第
百
二

十
九
条
の
二
・
第
百

二
十
九
条
の
三
）

　

第
十
二
章
の
三　

 

政
党
そ
の
他
の
政
治

団
体
等
の
選
挙
に

お
け
る
政
治
活
動

（
第
百
二
十
九
条
の

四
―
第
百
二
十
九

条
の
七
）

　

第
十
二
章
の
四　

 

選
挙
の
効
力
及
び
当

選
の
効
力
に
関
す

る
異
議
の
申
出
及

び
審
査
の
申
立
て

（
第
百
二
十
九
条
の

八
）

　

第
十
三
章　

 

市
町
村
の
境
界
の
変
更
が

あ
つ
た
場
合
等
の
選
挙

の
執
行
の
特
例
（
第
百
三

第
百
二
十
八
条
）

　

第
十
三
章　

 

選
挙
運
動
（
第
百
二
十
九

条
―
第
百
七
十
八
条
の
三
）

　

第
十
四
章　

 

選
挙
運
動
に
関
す
る
収
入

及
び
支
出
並
び
に
寄
附

（
第
百
七
十
九
条
―
第
二

百
一
条
）

　

第
十
四
章
の
二　

 

参
議
院
（
選
挙
区
選

出
）
議
員
の
選
挙
の

特
例
（
第
二
百
一
条

の
二
―
第
二
百
一

条
の
四
）

　

第
十
四
章
の
三　

 

政
党
そ
の
他
の
政
治

団
体
等
の
選
挙
に

お
け
る
政
治
活
動

（
第
二
百
一
条
の
五

―
第
二
百
一
条
の

十
五
）

　

第
十
五
章　

 

争
訟
（
第
二
百
二
条
―
第

二
百
二
十
条
）

　

第
十
六
章　

 

罰
則
（
第
二
百
二
十
一
条

―
第
二
百
五
十
五
条
の
四
）

　

第
十
七
章　

 

補
則
（
第
二
百
五
十
六
条

―
第
二
百
七
十
五
条
）

　

附
則

　
　

第
二
節　

 

再
投
票
及
び
更
正
決
定

（
第
百
三
十
五
条
）

　

第
五
章　

 

補
則
（
第
百
三
十
六
条
―
第

百
五
十
条
）

　

第
六
章　

 
憲
法
改
正
の
発
議
の
た
め
の

国
会
法
の
一
部
改
正
（
第
百

五
十
一
条
）

　

附
則

目次
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十
条
―
第
百
三
十
一
条

の
二
）

　

第
十
三
章
の
二　

 

選
挙
の
一
部
無
効
に

よ
る
再
選
挙
の
特

例
（
第
百
三
十
二
条

―
第
百
三
十
二
条

の
十
一
）

　

第
十
三
章
の
三　

 

再
立
候
補
の
場
合
の

特
例
（
第
百
三
十
二

条
の
十
二
・
第
百
三

十
二
条
の
十
三
）

　

第
十
四
章　

 

補
則
（
第
百
三
十
三
条
―

第
百
四
十
七
条
）

　

附
則

　
　
　
第
一
章
　
総
則

（
こ
の
法
律
の
目
的
）

第
一
条　

こ
の
法
律
は
、
日
本
国
憲
法
の

精
神
に
則
り
、
衆
議
院
議
員
、
参
議
院

議
員
並
び
に
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の

議
員
及
び
長
を
公
選
す
る
選
挙
制
度
を

確
立
し
、
そ
の
選
挙
が
選
挙
人
の
自
由

に
表
明
せ
る
意
思
に
よ
つ
て
公
明
且
つ

適
正
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
し
、
も

つ
て
民
主
政
治
の
健
全
な
発
達
を
期
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
こ
の
法
律
の
適
用
範
囲
）

第
二
条　

略

（
公
職
の
定
義
）

第
三
条　

略

（
議
員
の
定
数
）

第
四
条　

略

第
五
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
　
後
掲

　
　
　
第
五
章
　
選
挙
期
日

（
総
選
挙
）

第
三
十
一
条　

衆
議
院
議
員
の
任
期
満
了

に
因
る
総
選
挙
は
、
議
員
の
任
期
が
終

　
　
　
第
一
章
　
総
則

（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
法
律
は
、
日
本
国
憲
法
第

九
十
六
条
に
定
め
る
日
本
国
憲
法
の
改

正
（
以
下
「
憲
法
改
正
」
と
い
う
。）

に
つ
い
て
、
国
民
の
承
認
に
係
る
投
票

（
以
下
「
国
民
投
票
」
と
い
う
。）
に
関

す
る
手
続
を
定
め
る
と
と
も
に
、
あ
わ

せ
て
憲
法
改
正
の
発
議
に
係
る
手
続
の

整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　
　
　
第
二
章
　
国
民
投
票
の
実
施

　
　
　
　
第
一
節
　
総
則

（
国
民
投
票
の
期
日
）

第
二
条　

国
民
投
票
は
、
国
会
が
憲
法
改

正
を
発
議
し
た
日
（
国
会
法
（
昭
和
二
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趣旨（一条） ～  投票権（三条）

　
　
　
第
一
章
の
二
　
選
挙
権

る
日
の
前
三
十
日
以
内
に
行
う
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
り
総
選
挙
を
行
う

べ
き
期
間
が
国
会
開
会
中
又
は
国
会
閉

会
の
日
か
ら
二
十
三
日
以
内
に
か
か
る

場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
総
選
挙
は
、

国
会
閉
会
の
日
か
ら
二
十
四
日
以
後
三

十
日
以
内
に
行
う
。

３　

衆
議
院
の
解
散
に
因
る
衆
議
院
議
員

の
総
選
挙
は
、
解
散
の
日
か
ら
四
十
日

以
内
に
行
う
。

４　

総
選
挙
の
期
日
は
、
少
な
く
と
も
十

二
日
前
に
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５　

衆
議
院
議
員
の
任
期
満
了
に
因
る
総

選
挙
の
期
日
の
公
示
が
な
さ
れ
た
後
そ

の
期
日
前
に
衆
議
院
が
解
散
さ
れ
た
と

き
は
、
任
期
満
了
に
因
る
総
選
挙
の
公

示
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

（
通
常
選
挙
）

第
三
十
二
条　

略

（
一
般
選
挙
、
長
の
任
期
満
了
に
因
る

選
挙
及
び
設
置
選
挙
）

第
三
十
三
条　

略

（
衆
議
院
議
員
及
び
参
議
院
議
員
の
再

選
挙
及
び
補
欠
選
挙
）

第
三
十
三
条
の
二　

略

（
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び

長
の
再
選
挙
、
補
欠
選
挙
等
）

第
三
十
四
条　

略

（
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び

長
の
任
期
満
了
に
よ
る
選
挙
の
期
日

の
特
例
）

第
三
十
四
条
の
二　

略

　
　
　
第
二
章
　
選
挙
権
及
び
被
選
挙
権

（
選
挙
権
）

第
九
条　

日
本
国
民
で
年
齢
満
十
八
年
以

上
の
者
は
、
衆
議
院
議
員
及
び
参
議
院

十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
六
十
八

条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
会
が

日
本
国
憲
法
第
九
十
六
条
第
一
項
に
定

め
る
日
本
国
憲
法
の
改
正
の
発
議
を

し
、
国
民
に
提
案
し
た
も
の
と
さ
れ
る

日
を
い
う
。
第
百
条
の
二
に
お
い
て
同

じ
。）
か
ら
起
算
し
て
六
十
日
以
後
百

八
十
日
以
内
に
お
い
て
、
国
会
の
議
決

し
た
期
日
に
行
う
。

２　

内
閣
は
、
国
会
法
第
六
十
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
国
民
投
票
の
期
日
に

係
る
議
案
の
送
付
を
受
け
た
と
き
は
、

速
や
か
に
、
総
務
大
臣
を
経
由
し
て
、

当
該
国
民
投
票
の
期
日
を
中
央
選
挙
管

理
会
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

中
央
選
挙
管
理
会
は
、
前
項
の
通
知

が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
国
民

投
票
の
期
日
を
官
報
で
告
示
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
投
票
権
）

第
三
条　

日
本
国
民
で
年
齢
満
十
八
年
以

上
の
者
は
、
国
民
投
票
の
投
票
権
を

趣旨（一条） ～  投票権（三条）
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（
選
挙
権
を
有
し
な
い
者
に
係
る
通
知
）

第
一
条
の
三　

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員

会
は
、
法
第
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は

第
二
百
五
十
二
条
又
は
政
治
資
金
規
正

法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四

号
）
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
選
挙

議
員
の
選
挙
権
を
有
す
る
。

２　

日
本
国
民
た
る
年
齢
満
十
八
年
以
上

の
者
で
引
き
続
き
三
箇
月
以
上
市
町
村

の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
者
は
、
そ

の
属
す
る
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議

員
及
び
長
の
選
挙
権
を
有
す
る
。

３　

日
本
国
民
た
る
年
齢
満
十
八
年
以
上

の
者
で
そ
の
属
す
る
市
町
村
を
包
括
す

る
都
道
府
県
の
区
域
内
の
一
の
市
町
村

の
区
域
内
に
引
き
続
き
三
箇
月
以
上
住

所
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
あ
り
、か
つ
、

そ
の
後
も
引
き
続
き
当
該
都
道
府
県
の

区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
は
、
前

項
に
規
定
す
る
住
所
に
関
す
る
要
件
に

か
か
わ
ら
ず
、
当
該
都
道
府
県
の
議
会

の
議
員
及
び
長
の
選
挙
権
を
有
す
る
。

４　

前
二
項
の
市
町
村
に
は
、
そ
の
区
域

の
全
部
又
は
一
部
が
廃
置
分
合
に
よ
り

当
該
市
町
村
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部

と
な
つ
た
市
町
村
で
あ
つ
て
、
当
該
廃

置
分
合
に
よ
り
消
滅
し
た
市
町
村
（
こ

の
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
消
滅
し
た
市

町
村
に
含
む
も
の
と
さ
れ
た
市
町
村
を

含
む
。）
を
含
む
も
の
と
す
る
。

５　

第
二
項
及
び
第
三
項
の
三
箇
月
の
期

間
は
、
市
町
村
の
廃
置
分
合
又
は
境
界

変
更
の
た
め
中
断
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。

（
被
選
挙
権
）

第
十
条　

略

（
選
挙
権
及
び
被
選
挙
権
を
有
し
な
い

者
）

第
十
一
条　

次
に
掲
げ
る
者
は
、
選
挙
権

及
び
被
選
挙
権
を
有
し
な
い
。

一　

削
除

二　

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
そ
の

執
行
を
終
わ
る
ま
で
の
者

有
す
る
。

（
投
票
権
を
有
し
な
い
者
）

第
四
条　

削
除
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権
を
有
し
な
い
者
が
当
該
市
町
村
の
区

域
内
か
ら
他
の
市
町
村
の
区
域
内
に
住

所
を
移
し
た
こ
と
を
知
つ
た
と
き
は
、

遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
当
該
他
の
市
町

村
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
通
知
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
他

の
市
町
村
の
区
域
内
か
ら
当
該
市
町
村

の
区
域
内
に
住
所
を
移
し
た
者
（
当
該

市
町
村
の
区
域
内
か
ら
更
に
住
所
を
移

し
た
者
を
含
む
。）
で
当
該
市
町
村
の

区
域
内
に
住
所
を
定
め
た
後
四
箇
月
を

経
過
し
な
い
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
者

が
当
該
市
町
村
に
本
籍
を
有
す
る
者
で

あ
る
場
合
に
は
法
第
十
一
条
第
一
項
若

し
く
は
第
二
百
五
十
二
条
若
し
く
は
政

治
資
金
規
正
法
第
二
十
八
条
の
規
定
に

よ
り
選
挙
権
及
び
被
選
挙
権
を
有
し
な

く
な
る
べ
き
事
由
が
生
じ
た
こ
と
又
は

そ
の
事
由
が
な
く
な
つ
た
こ
と
を
知
つ

た
と
き
、
そ
の
者
が
当
該
市
町
村
に
本

籍
を
有
し
な
い
者
で
あ
る
場
合
に
は
法

第
十
一
条
第
三
項
（
政
治
資
金
規
正
法

第
二
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）
又
は
こ
の
項
の
規

定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
遅

滞
な
く
、
そ
の
旨
を
当
該
他
の
市
町
村

の
選
挙
管
理
委
員
会
に
通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

三　

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
そ
の

執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま

で
の
者
（
刑
の
執
行
猶
予
中
の
者
を

除
く
。）

四　

公
職
に
あ
る
間
に
犯
し
た
刑
法

（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）

第
百
九
十
七
条
か
ら
第
百
九
十
七
条

の
四
ま
で
の
罪
又
は
公
職
に
あ
る
者

等
の
あ
っ
せ
ん
行
為
に
よ
る
利
得
等

の
処
罰
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二

年
法
律
第
百
三
十
号
）
第
一
条
の
罪

に
よ
り
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行

を
終
わ
り
若
し
く
は
そ
の
執
行
の
免

除
を
受
け
た
者
で
そ
の
執
行
を
終
わ

り
若
し
く
は
そ
の
執
行
の
免
除
を
受

け
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
も

の
又
は
そ
の
刑
の
執
行
猶
予
中
の
者

五　

法
律
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行

わ
れ
る
選
挙
、
投
票
及
び
国
民
審
査

に
関
す
る
犯
罪
に
よ
り
禁
錮
以
上
の

刑
に
処
せ
ら
れ
そ
の
刑
の
執
行
猶
予

中
の
者

２　

こ
の
法
律
の
定
め
る
選
挙
に
関
す
る

犯
罪
に
因
り
選
挙
権
及
び
被
選
挙
権
を

有
し
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
第
二
百
五

十
二
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

３　

市
町
村
長
は
、
そ
の
市
町
村
に
本
籍

を
有
す
る
者
で
他
の
市
町
村
に
住
所
を

有
す
る
も
の
又
は
他
の
市
町
村
に
お
い

て
第
三
十
条
の
六
の
規
定
に
よ
る
在
外

選
挙
人
名
簿
の
登
録
が
さ
れ
て
い
る
も

の
に
つ
い
て
、
第
一
項
又
は
第
二
百
五

十
二
条
の
規
定
に
よ
り
選
挙
権
及
び
被

選
挙
権
を
有
し
な
く
な
る
べ
き
事
由
が

生
じ
た
こ
と
又
は
そ
の
事
由
が
な
く
な

つ
た
こ
と
を
知
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な

（
本
籍
地
の
市
町
村
長
の
通
知
）

第
五
条　

削
除

投票権（三条） ～  本籍地の市町村長の通知（五条）
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